
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
規
則

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
及
び
薬
事
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
六
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
関
係
手
数

料
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
一
条
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
は
、
申
請
書
（
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
そ
の

申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
は
、
金
融
機
関
に
設
け
ら
れ
た
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
口
座
に
払
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
た
手
数
料
は
、
当
該
申
請
が
許
可
若
し
く
は
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
又
は
当
該
申
請
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
返
還
し
な
い
。

（
承
認
の
た
め
に
必
要
な
試
験
の
対
象
と
な
る
医
薬
品
）

第
二
条
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
（
以
下
「
手
数
料
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
、
（
３
）
、
（
５
）

、
（
７
）
又
は
（
９
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
効
成
分
（
有
効
成
分
が
不
明
な
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
本
質
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
有
効
成
分
を
含
有
す
る
ワ
ク
チ
ン
及
び
血
液
製
剤
と
す
る
。

一
　
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
医
薬
品
の
有
効
成
分
（
当
該
承
認
を
受
け
て
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
有
効
成
分
を
除
く
。
）

二
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
医
薬
品
の
有
効
成
分

（
手
数
料
令
第
九
条
の
二
第
一
号
ロ
、
ホ
及
び
チ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
条
の
二
　
手
数
料
令
第
九
条
の
二
第
一
号
ロ
、
ホ
及
び
チ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
生
物
学
的
製
剤
基
準
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
五
号
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
ワ
ク
チ
ン
、
血
液
製
剤

等
の
生
物
学
的
製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
技
術
を
応
用
し
て
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
、
人
又
は
動
物
の
細
胞
を
培
養
す
る
技
術
を
応
用
し
て
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
そ
の
他
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
技
術
を
応
用
し
て
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
及

び
生
物
由
来
製
品
（
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
を
い
う
。
）
た
る
医
薬
品
と
す
る
。

（
手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
及
び
（
４
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
）

第
三
条
　
手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
及
び
（
４
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
及
び
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
資
料

二
　
単
回
使
用
の
医
療
機
器
（
一
回
限
り
使
用
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
再
製
造
（
単
回
使
用
の
医
療
機
器
が
使
用
さ
れ
た
後
、
新
た
に
製
造
販
売
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ

れ
に
検
査
、
分
解
、
洗
浄
、
滅
菌
そ
の
他
必
要
な
処
理
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
を
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
計
及
び
開
発
の
検
証
に
関
す
る
資
料
並
び
に
製
造
方

法
に
関
す
る
資
料

（
手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
１
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
）

第
四
条
　
手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
１
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
同
号
ロ
（
４
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
組
み
合
わ
せ
て
一
体
と
な
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
す
る
。

（
手
数
料
の
減
額
の
対
象
と
な
る
変
更
）

第
五
条
　
手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
ニ
並
び
に
第
十
四
条
の
二
第
二
号
及
び
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
と
す
る
。

一
　
製
造
所

二
　
有
効
期
間

三
　
販
売
名

（
承
認
の
た
め
に
必
要
な
試
験
の
対
象
と
な
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
）

第
六
条
　
手
数
料
令
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
（
７
）
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
う
ち
、
人
の
身
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
（
保
健
衛
生
上

特
別
の
注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
感
染
症
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
血
液
型
を
判
定
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す

る
。

（
調
査
手
数
料
の
減
額
算
定
）

第
六
条
の
二
　
手
数
料
令
第
三
十
二
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造

所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
手
数
料
令
第
三
十
二
条
第
七
項
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
当
該
二
以
上
の
品
目
に

つ
い
て
同
一
の
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
（
以
下
「
製
造
所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
お
け
る
共
通
の
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当

す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二
以
上
の
品
目
の
う
ち
一
の
品
目
に
係
る
当
該
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
六
条
の
三
　
手
数
料
令
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
同
項
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
手
数
料
令
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
当
該
二
以
上
の
区
分
に
つ
い
て
同
一
の
製
造
所
等
の
所
在
地
に
出
張

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
区
分
の
調
査
に
お
け
る
共
通
の
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二
以
上
の
区
分
の
う
ち
一
の
区
分
に
係
る
当
該
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当

す
る
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
六
条
の
四
　
手
数
料
令
第
三
十
二
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
手
数
料
令
第
三
十
二
条
の
三
第
四
項
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
当
該
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
同

1



一
の
製
造
所
等
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
お
け
る
共
通
の
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二
以
上
の
品
目
の
う
ち
一
の
品
目
に
係
る

当
該
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
）

第
七
条
　
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料

二
　
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
計
及
び
開
発
の
検
証
に
関
す
る
資
料
並
び
に
製
造
方
法
に
関
す
る
資
料

（
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ロ
（
２
）
及
び
第
六
項
第
一
号
ロ
（
２
）
並
び
に
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
三
項
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
造
工
程
）

第
八
条
　
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ロ
（
２
）
及
び
第
六
項
第
一
号
ロ
（
２
）
並
び
に
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
三
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
造
工
程
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
製
造
工
程
と
す
る
。

一
　
医
療
機
器
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
造
工
程

イ
　
主
た
る
組
立
て
そ
の
他
の
主
た
る
製
造
工
程

ロ
　
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
係
る
使
用
さ
れ
た
単
回
使
用
医
療
機
器
の
受
入
、
分
解
及
び
洗
浄
等

二
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
反
応
系
に
関
与
す
る
成
分
の

終
製
品
へ
の
充
填
工
程

（
専
門
的
調
査
手
数
料
加
算
を
行
う
場
合
）

第
九
条
　
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
七
項
第
三
号
及
び
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
医
療
機
器
が
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
四
条
の
三
十
三
第
一
項
第
二
号
イ
、
ロ
、
ホ
、
ヘ
若
し
く
は
ト
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
同

項
第
四
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
け
る
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
条
件
の
数
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
施
行
規
則
第
百
十
四
条
の
三
十
三
第
一
項
第
二
号
イ
、
ロ
、

ホ
、
ヘ
若
し
く
は
ト
又
は
第
四
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
一
と
し
て
算
定
す
る
。

（
調
査
手
数
料
の
減
額
算
定
）

第
十
条
　
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十

五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断

用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
調
査
を
申
請
す
る
場
合
　
同
条
第
九
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
当
該
二
以
上
の
品
目

に
つ
い
て
同
一
の
製
造
所
等
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
お
け
る
共
通
の
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二
以
上
の
品
目
の
う
ち
一

の
品
目
に
係
る
当
該
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）

二
　
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
三
号
の
調
査
を
申
請
す
る
場
合
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
つ
い
て
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
加
算
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
、
当
該
調
査
に
つ
い
て
同
号
イ
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
加
算
さ
れ
る
額
の
う
ち

も
高
い
額
（
同
号
イ
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
が

も
高
い
額
で
あ
る
品
目
が
複
数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
う
ち
一
の
品
目
の
調
査
に
係
る
当
該
額
に
限
る
。
）
を
減
じ
た
額

ロ
　
当
該
二
以
上
の
品
目
の
共
通
の
製
造
所
等
に
係
る
調
査
に
つ
い
て
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
加
算
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
、
当
該
調
査
に
つ
い
て
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ

れ
加
算
さ
れ
る
額
の
う
ち

も
高
い
額
（
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
が

も
高
い
額
で
あ
る
品
目
が
複
数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
う
ち
一
の
品
目
の
調
査
に
係
る
当
該
額
に
限
る
。
）
を
減
じ
た
額

三
　
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
六
項
第
三
号
の
調
査
を
申
請
す
る
場
合
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
つ
い
て
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
六
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
加
算
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
、
当
該
調
査
に
つ
い
て
同
号
イ
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
加
算
さ
れ
る
額
の
う
ち

も
高
い
額
（
同
号
イ
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
が

も
高
い
額
で
あ
る
品
目
が
複
数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
う
ち
一
の
品
目
の
調
査
に
係
る
当
該
額
に
限
る
。
）
を
減
じ
た
額

ロ
　
当
該
二
以
上
の
品
目
の
共
通
の
製
造
所
等
に
係
る
調
査
に
つ
い
て
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
六
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
加
算
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
、
当
該
調
査
に
つ
い
て
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ

れ
加
算
さ
れ
る
額
の
う
ち

も
高
い
額
（
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
が

も
高
い
額
で
あ
る
品
目
が
複
数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
う
ち
一
の
品
目
の
調
査
に
係
る
当
該
額
に
限
る
。
）
を
減
じ
た
額

２
　
手
数
料
令
第
三
十
四
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
手
数
料
令
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
同
条
第
六
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た

め
に
当
該
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
同
一
の
製
造
所
等
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
お
け
る
共
通
の
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二

以
上
の
品
目
の
う
ち
一
の
品
目
に
係
る
当
該
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
十
一
条
　
手
数
料
令
第
三
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条

の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
手
数
料
令
第
三
十
六
条
第
七
項
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
同
項
各
号

2



に
定
め
る
額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
当
該
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
同
一
の
製
造
所
等
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
お
け
る
共
通
の
行
程

に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二
以
上
の
品
目
の
う
ち
一
の
品
目
に
係
る
当
該
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
十
二
条
　
手
数
料
令
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
同
項
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
手
数
料
令
第
三
十
七
条
第
二
項
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
当
該
二
以
上
の
区
分
に
つ
い

て
同
一
の
製
造
所
等
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
区
分
の
調
査
に
お
け
る
共
通
の
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二
以
上
の
区
分
の
う
ち
一
の
区
分
に

係
る
当
該
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
十
三
条
　
手
数
料
令
第
三
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
手
数
料
令
第
三
十
八
条
第
四
項
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
当
該
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て

同
一
の
製
造
所
等
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
お
け
る
共
通
の
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二
以
上
の
品
目
の
う
ち
一
の
品
目
に
係

る
当
該
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
五
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三

年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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